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事例７「肖像権」 

Ａさんは，よく友だちのＢさんとカラオケに行ったり公園で遊んだりしています。その際，ス

マートフォンで写真を撮って，後でＢさんと見ることもあります。 
ある日，Ｂさんの家へ遊びに行ったときもいつもの

ように写真を撮りました。とてもよく撮れていたし，

Ｂさんも「これいいね。」と言っていたので，ＳＮＳに

写真をアップロードしました。それを見たクラスの友

だちが，「あの写真いいね。」といってくれたので，Ａ

さんはとてもうれしくなりました。Ｂさんも喜んでく

れると思ったのですが，「どうして勝手にＳＮＳに写

真を載せるの！？」「載せて欲しくなかった。」と怒ら

れてしまいました。その写真には，Ｂさんの部屋の様

子も写っていたからでした。 
	 ※アップロード・・・自分の持っているデータをインターネットサーバに送信すること。	

	 	 例えば，自作の動画をインターネットで公開するために動画投稿サイト等に送信することな

どが「アップロード」にあたります。	 	 	

	 	 	

予防のために 

	 軽い気持ちで，友だちの了解を得ずに，プライベートな写真を撮影し，アップロードしたりす

ると，マナー違反となってしまいます。また，プライバシー権（肖像権）の侵害になってしまう

可能性があります。必ず本人や保護者の許可をとるよう，指導しましょう。もし友だちに写真を

アップロードしたいと頼まれた場合，載せてほしくないときはきちんと断るように指導しましょ

う。	

また，たとえ仲のよい友だちであっても，知らないうちに撮影されることは，不安や不快感を

与えます。写真を撮る前に一声かけるのがマナーであることも指導しましょう。	

	 	

その他の事例 

	 2016 年３月には，名古屋市の地下鉄のホームで，女子高生が線路内に立ち入る様子を記録した

動画が投稿されました。動画は拡散され，行為を非難する書き込みが殺到して炎上し，学校名や

名前までインターネットに出回ることになりました。インターネットの発達に伴い，簡単に写真

や動画を撮影し，それを公開できるようになってきましたが，その際には，法律や条例で規制さ

れていることや，マナーとしてやってはいけないことが多くあるということを知っておく必要が

あります。	
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事例 12「ネットストーカー」 

Ａ子さんはツイッターを利用して，嬉しかった出来事や気に入った写真などを投稿しています。

自分の顔写真はプロフィールに載せていますが，本名や住所などの個人情報は載せていません。

いつも“いいね”やコメントをくれる男性がいて，自分のことをよく分かってもらえているよう

で，うれしく思い，返信してメッセージのやり取りをしています。でも，最近その男性が，Ａ子

さんの個人情報を質問してきたり，「付き合おう」「デートしよう」など言ってきたり，困ること

が多くなりました。	

ある日，その男性がＡ子さんに対して本名で呼びかけてきました。公開していない本名ですが，

学校の友人からの書き込みによって特定したようです。不快に思ったＡ子さんは，この男性と交

流できないように設定しました。すると，今度はＡ子さんのインスタグラムに書き込みをしてき

ました。「今日の青い服と茶色の靴，よく似合っていたよ」。Ａ子さんは今日の服装についてはど

こにも投稿していません。	

翌日，学校帰りに，知らない男性から声をかけられました。	

「Ａ子ちゃん。僕だよ。探したよ。一緒に帰ろう。」	

	

予防のために 

インターネットの世界では，簡単にコピーされたり，悪用されたりする恐れがあるため，ＳＮ

Ｓなどに，必要以上の個人情報を載せてはいけません。「顔写真だけ」「県名だけ」といった情報

でも，複数のＳＮＳを利用していると，その情報や友人からの書き込みなどを寄せ集めて，個人

が特定できるようになります。今回の事例でも，「顔写真」「友人の書き込みにあった本名」以外

にも，「友だちの制服」で学校を特定したり，公開している写真の風景によって，生活範囲を特定

したりしています。また，写真に埋め込まれた位置情報から自宅の場所が特定されることもあり

ます。	

不特定多数に公開しない設定にしていても，メンバーが転載したり，悪意を持って近付いてき

たりする人がいる可能性があります。ＳＮＳなどに掲載する情報は，不特定多数に見られてもか

まわない情報に限定しておく必要があります。特に，インターネットで知り合った人と交流する

場合には，少ない情報だけで相手のことを簡単に信用してはいけません。	

ストーカー規制法が改正され，ＳＮＳ等による付きまといもストーカー行為の対象になりまし

た。不安や危険を感じたら，すぐに警察や弁護士に相談することが大切です。	

	

その他の事例 

インターネットでのストーカー行為は，知人や元交際相手から受けることもあります。そのよ

うなケースでは，匿名性が高いことを利用して，知人であることを隠して，交流したり，付きま

といを行ったりして，行動を監視します。 
また，類推しやすいＩＤやパスワードにしていたため，ストーカーに電子メールなどの個人的

な情報を盗み見されていた事件もあります。 
	 	








